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　土地改良事業の施行地域を追加しようとする場合、現行の土地改良事業計画の軽微な変更
（変更前の面積の１割以下の追加等）であれば、現行法令で対応が可能である。
　ご提案の背景にある、水利施設の維持管理等を行う１５０ｈａの土地改良区に新たに１７０ｈａを
追加して事業を実施しようとするような場合には、現行土地改良区の事業内容や組合の運営に
影響を与えることから、軽微な変更ではなく、組合員の同意徴集手続は省略できないが、その追
加によって１５０ｈａの土地改良区の組合員に影響がないならば、追加しようとする地域において
新たな土地改良区を設立するという対応が可能である。

ａ 農林水産省の見解について了解。今後の調整等において、新たな課題が出てきた際に、改めて
協議させていただきたい。

自治体の要望は実現可能となったため協議終了。農林水
産省は、本件について自治体から新たな課題が出された
際は協議に応じること。

Ⅰ

２回
目
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目

ａ 農林水産省の見解について了解。今後の調整等において、新たな課題が出てきた際に、改めて
協議させていただきたい。

自治体の要望は実現可能となったため協議終了。農林水
産省は、本件について自治体から新たな課題が出された
際は協議に応じること。

ⅠＣ ― ―

　ご提案の特例措置は、相続未登記の農地に多数の相続人が存在して、その中に行方不明者
が存在することにより、権利者会議の定足数（権利者の２／３以上の出席）を満たさなくなるとの
懸念からのものと考えられる。
　この場合、書面又は代理人をもって議決権を行使すること（土地改良法第52条第７項で準用す
る同法第31条第２項）等が可能であることから、現行制度において対応が可能である。
　なお、土地改良法においては、関係権利者の財産権に与える影響を考慮して、権利者全員が
直接権利者会議に出席して意見表示ができるよう措置している。

　新たな土地改良事業計画の施行に
係る地域を追加するに当たり、その変
更内容が、現行組合員の賦課金の増
加など、不利益を与えない場合は、新
たな地域に属する３条資格者の同意
のみで可とし、土地改良区の現行組
合員の同意取得は不要とし、現行土
地改良区の総（代）会における２/３以
上の議決で良しとすることを可能とす
る特例措置を提案するもの。
　なお、土地改良区の行う土地改良施
設の維持管理事業費については、合
併前の旧土地改良区（現在は地区運
営委員会）単位で収支決算を行ってお
り、この場合、他の地区運営委員会の
組合員への費用負担は生じない。

　新たな土地改良事業計画に基づく基
盤整備が円滑に促進されることで、高
齢化の進む中山間地域における営農
形態の効率化が見込まれる。

　新たな土地改良事業計画の施行に
係る地域の追加等を行うに当たり、土
地改良事業計画の変更が必要となる
が、軽微な変更または特に軽微な地
域の追加を除き、土地改良区の現行
地域内の組合員（３条資格者）の同意
並びに新たな土地改良事業の施行地
域内の３条資格者の同意を得る必要
がある。
　合併等により土地改良区は規模拡
大しており、施行地域の追加等によっ
て、負担金の影響等を受けない集落
もあることから、同意徴収の必要性に
ついて地域が混乱した経緯がある。
　今後、土地改良区の施行地域の追
加等を計画しているが、土地改良事
業計画の重要変更（土地改良法施行
規則第３８条の２）に該当することか
ら、度重なる手続きから、同様の混乱
を招く恐れがあり、事業を円滑に実施
する上での障害となっている。

地域
23

次世代
型農業
生産構
造確立
特区

換地計画を定める
際の権利者要件の
緩和

1652

　土地改良法に基づく換地計画を定め
るには、土地改良法第52条第6項の規
定に基づき、権利者の２/３以上が出
席し、２/３以上で議決しなければなら
ないとされている。この場合の権利者
とは「法第5条第7項に掲げる権利（所
有権、地上権等）を有するすべての
者」であり、所有権が共有であった場
合には共有者の全てが権利者となり、
その全ての共有者に１人１票の議決
権が与えられることとなっている。この
規定に関し、所有権が共有である場
合において、１筆の土地につき議決権
を所有権者のうち１名に与えることを
可能とする特例措置を提案するもの。

　土地区画整理法では、宅地の共有
者等の取扱いについて、１の宅地につ
き１人とみなしている。具体的には土
地区画整理事業の場合には、「土地
区画整理法」第１３０条第２項におい
て、「一の所有者又は借地権者とみな
される者は、それぞれうちから代表者
一人を選任し、その者の氏名及び住
所を施行者に通知しなければならな
い」とされており、その代表者のみに
権限を与えている。また、同法第１３０
条第５項では、「第２項による通知が
ないときは、施行者がこの法律に基づ
く命令、基準、規約、定款若しくは施行
規程の規定により第１項本文に掲げ
る者に対してする行為は、これらの者
のうちいずれか一人に対してすること
をもって足りる。」と定めている。
　なお、「マンションの建替えの円滑化
等に関する法律」にも同様のスキーム
がある。

　相続未登記の土地を含む換地計画
の作成に係る合意取得が速やかに行
われることで基盤整備が進み、耕作
放棄地の解消と地域に残る農業の担
い手への農地集積の促進が見込まれ
る。
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国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答

【ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他】
特区
区分

総合
特区
名

提案事項名

　　　　　　　　　　　　　　　内閣府記載欄

【Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方
で合意に至ったもの
Ⅱ：提案者の取組を実現するため方策の方向性について合意
至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解
の相違があり、合意に至らなかったもの
Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの】

対面協議提案事項の具体的内容 政策課題 回数

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解

【A-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　A-2：全国展開で実施　B：条件を提示して実施　C：代替案の提示
D：現行法令等で対応可能　E：対応しない　F：各省が今後検討　Z：指定自治体が検討】整理

番号

農林水産省農
村振興局土地
改良企画課

土地改良法第第52
条第6項

農林水産省農
村振興局土地
改良企画課

土地改良法第４８
条３項

　土地改良法は、「耕作者主義」とし
て、「耕作者」に事業申請等の権利が
与えられており、「耕作者」の同意があ
れば、事業申請はもとより、工事の実
施も可能である。
　しかしながら、換地処分を行う際は、
「耕作者も含めた土地改良法第５条７
項に掲げる権利者」が対象となるた
め、相続未登記の農地を含まれてい
ると、権利者が多数で、換地計画の権
利者会議が開けない等の問題が生じ
る。
　相続未登記の農地への対応は、相
続人の特定作業や、県外や海外の共
有名義人との調整に長期間を要して
いることから、事業計画の策定や合意
形成を進めていく上でのボトルネックと
なっている。
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